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資料編 
 

１ 令和２年度碧南市地域自立支援協議会 委員名簿 
 

 役職名 委員氏名 団 体 名 

1 会長 山田 正教 碧南市社会福祉協議会 

2 職務代理 牧野 昭彦 碧南市手をつなぐ育成会 

3 委員 青木 聖久 日本福祉大学教授 

4 委員 鈴木 たか子 碧南市身体障害者福祉協会 

5 委員 三田 恒夫 碧南市民生委員児童委員協議会 

6 委員 水野 啓章 ＮＰＯ法人ハートフルあおみ(あおみＪセンター所長) 

7 委員 
斎藤 健一 令和２年９月３０日まで 刈谷公共職業安定所 

碧南出張所 長坂 雅也 令和２年１０月１日から 

8 委員 橋本 靖 愛知県衣浦東部保健所 

9 委員 畠山 節史 愛知県刈谷児童相談センター 

10 委員 安藤 嘉朗 愛知県立安城特別支援学校 

11 委員 鋤田 素羽 愛知県立ひいらぎ特別支援学校 

12 委員 鈴木 裕 碧南市小中学校校長会 

13 委員 鈴木 由記 親子の会「カラフル」 

14 委員 永井 美幸 身体に障害のある子の親子の会「すまいる」 

15 委員 杉浦 有美 ほっとまんまピアサポーター 

16 委員 山本 直仁 碧南商工会議所 

17 委員 
神谷 昌明 令和２年７月２６日まで 

碧南市農業委員会 
藤浦 利吉 令和２年７月２７日から 

18 委員 杉浦 信秀 スギ製菓株式会社 

19 委員 加藤 正昭 西三河南部西障害者就業･生活支援センターくるくる 

20 委員 水野 美香 刈谷病院 

21 委員 雲出 佑 ふれあい工房アルゴ、ＷＨＪ相談支援センターメビア 

22 委員 河野 大輔 就労センターオアシス碧南 

23 委員 竹内 涼 碧南ふれあい作業所 

24 委員 小幡 一美 りはくる 

圏域アドバイザー 大南 友幸 子どもと福祉の相談センター ひかりのかけ橋 
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２ 碧南市地域自立支援協議会設置規程 
 

平成１９年７月２日 

碧南市公告第１３１号 

（設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第８９条の３の規定に基づいて、障害者等への支援の体制の整備を図るため、

碧南市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立性及び公平性の確保に関すること。 

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。 

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。 

(4) 障害者の就労支援に関すること。 

(5) その他障害者施策の策定及び推進に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 各種団体の代表者 

(3) 関係行政機関の職員 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、市長が任命する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

（作業部会） 

第６条 協議会に困難事例、就労支援等について具体的な検討を行うため、作業部会を置く。 

２ 作業部会は、協議会の委員及び委員の属する団体の担当者をもって構成する。 

３ 作業部会は、必要に応じて、会長が招集する。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉こども部福祉課において処理する。  
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３ へきなん障害者ハーモニープラン策定の経緯 
 

 

実施日 内容 

令和２年５月２２日（金）から 

令和２年６月４日（木）まで 
障害者アンケート調査 

令和２年６月１２日（金）から 

令和２年６月３０日（火）まで 
ヒアリング調査 

令和２年６月３０日（火） 第１回碧南市地域自立支援協議会 

令和２年９月９日（水） 第２回碧南市地域自立支援協議会 

令和２年１０月２７日（火） 第３回碧南市地域自立支援協議会 

令和２年１２月１０日（木） 福祉健康部会（市議会）報告 

令和３年１月４日（月）から 

令和３年２月３日（水）まで 
パブリックコメント＊募集 

令和３年２月２６日（金） 第４回碧南市地域自立支援協議会 
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４ 用語解説 

 

あ行 

 

ＩＣＦ情報把握・共有

システム 

ＩＣＦ（国際生活機能分類）とは、”人間が生きることの全体

像”を表現するために、ＷＨＯ（世界保健機構）が平成１３年に

採択した人間の生活モデル。ＩＣＦ情報把握・共有システムと

は、支援者が子どもの発達を支援するための情報（手がかり）を

収集・共有し、子どもの状況を理解し、よりよい支援をつくりあ

げていくためのシステム。 

医療的ケア 
学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・経管栄

養・気管切開部の衛生管理等の医療行為のこと。 

インクルーシブ教育 

障害のある人と障害のない人が共に学ぶ仕組み。障害者が教

育制度一般から排除されないこと、生活する地域において教育

の機会が与えられること、個人に必要な”合理的配慮”が提供さ

れる等が必要とされている。 

ＳＤＧｓ 

（エスディージーズ） 

平成２７年の国連サミットで採択された［持続可能な開発の

ための２０３０アジェンダ］にて記載された、令和１２年まで

に持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標。１７のゴ

ール、１６９のターゲット、２３２の指標が定められ、地球上の

誰一人取り残さないことを目指す。  

 

か行 

 

基幹相談支援センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関。相談支援

事業、成年後見制度利用支援事業及び身体障害者・知的障害者・

精神障害者等に関わる相談支援を総合的に行う。 

 

さ行 

 

サピエ図書館 
全国の公共図書館や視覚障害者情報提供施設などが所蔵する

点字図書や録音資料を検索・ダウンロードできるサービス。 

児童発達支援センター 

児童発達支援を行う事業所のうち、一定の基準を満たす事業

所に対し認可されるもの。障害の重度化・重複化や多様化に対

応する専門的機能や、地域における中核的機能を持つ障害児の

支援施設として位置づけられ、障害児通所支援等を実施する事

業所と緊密な連携を図り、重層的な障害児通所支援の体制整備

を図ることが求められる。 

重症心身障害児（者） 
重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している障害児

（者）。 
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住宅確保要配慮者 
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する人、

その他住宅の確保に特に配慮を要する人のこと。 

障害者就業・生活支援

センター 

障害者の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相

談・支援を行う支援機関。国と都道府県から事業を委託された

法人が運営し、一般企業で働きたい障害者等や、障害者の雇用

に取り組んでいる、またはこれから取り組もうとしている企業

への相談・支援を行う。 

 

た行 

 

地域生活支援拠点等 

障害者の重度化・高齢化や“親亡き後“を見据え、障害者の生活

を地域全体で支えるための機能（相談、緊急時の受け入れ・対

応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づく

り）を備えた支援の拠点や支援体制。 

地域包括ケアシステム 

団塊の世代が７５歳以上となる令和７年を目途に、高齢者が

住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、医療、介

護、生活支援・介護予防、住まいが一体的かつ包括的に提供され

る社会的な仕組みのこと。 

特別支援教育コーディ

ネーター 

特別な支援を必要とする児童生徒への適切な支援や指導を行

うため、学校内の関係者や外部の関係機関との連絡調整役、保

護者に対する相談窓口、担任への支援、校内委員会の運営や推

進役を担う人材。 

 

は行 

 

パブリックコメント 

市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする

政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、市民

等から意見や情報などを募集するもの。 

ピアカウンセリング 

ピアとは、同じような立場や境遇、経験等を共にする人たち

のこと。ピアカウンセリングとは、障害者やその家族などの仲

間同士が集まり、対等な立場でお互いの気持ちと時間を共有し、

相談にのること。 

ピアサポーター 

障害者やその家族などが、自らの立場や経験を活かし、同じ

境遇にいる障害者その家族の仲間（ピア）のために支援やサー

ビスを提供する人。 

ピアサポート 

同じような立場や境遇、経験等をもつ人同士（ピア）の支え合

い。障害領域においては、障害者やその家族などが、同じ立場や

課題を経験してきたことを活かして、仲間として支え合うこと。 

避難行動要支援者 

要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に

配慮を要する人）のうち、災害が発生、または災害が発生するお

それがある場合に自ら避難することが困難な人で、円滑かつ迅

速な避難の確保に特に支援を要する人。 
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ペアレント・トレーニ

ング 

保護者や養育者を対象に、行動理論をベースとして環境調整

や子どもへの肯定的な働きかけをロールプレイやホームワーク

を通して学び、保護者や養育者の関わり方や心理的なストレス

の改善、子どもの適切な行動の促進を目指す、家族支援のアプ

ローチの一つ。 

ペアレント・プログラ

ム 

子どもや自分自身について“行動“で把握することで、保護者

の認知的な枠組みを修正していくことを目的にした簡易的なプ

ログラム。［行動で考える］、［（叱って対応するのではなく、適応

行動ができたことを）ほめて対応する］、［孤立している保護者

が仲間をみつける］という３つの目標に向けて取り組む。 

ペアレント・メンター 

メンターとは、［信頼のおける仲間］を表す。発達障害等の子

どもを育てた保護者が、一定の研修を受け、その育児経験を活

かし、同じ親の立場から同じ悩みを抱える保護者などに対して

グループ相談や子どもの特性などを伝えるサポートブックづく

り、情報提供等を行う。 

へきなん健康づくり２

１プラン 

［健康増進法］に基づく［市町村健康増進計画］。健康寿命の延

伸と生活の質の向上を実現することを目的に、健康づくりに関

する施策を示している。 

碧南市高齢者ほっとプ

ラン 

［老人福祉法］に基づき、高齢者の福祉の増進を図るために定

める［市町村老人福祉計画（高齢者福祉計画）］と、［介護保険

法］に基づき、介護保険事業の円滑な実施を図るために定める

「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定した計画。 

碧南市子ども・子育て

支援事業計画 

［子ども・子育て支援法］に基づく［市町村子ども・子育て支援

事業計画］。教育・保育及び地域・子ども子育て支援事業の提供

体制の確保内容及び実施時期や、［子ども・子育て支援法］に基

づく業務の円滑な実施に関する内容を定めている。 

へきなん自殺対策計画 

［自殺対策基本法］に基づく［市町村自殺対策計画］。市民の誰

もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すための

施策を示している。 

碧南市総合計画 
市の最上位計画であり、めざすまちの姿、まちづくりの目標、

まちづくり戦略、分野別の基本施策を示している。 

へきなん地域福祉ハッ

ピープラン 

［社会福祉法］に基づき、地域福祉を推進していくための”理

念”や”仕組み”を定めた、地域福祉推進に関する総合的な方向性

や施策を示す［市町村地域福祉計画］と、社会福祉協議会が呼び

かけて住民や地域の活動者、事業所等と協働して、地域福祉の

推進を目的に民間の活動・行動計画を定めた［地域福祉活動計

画］を一体的に策定した計画。 

ヘルプカード 

自身の状況等を記載し、緊急時や災害時などに見せることで、

必要な支援や困りごとを自ら伝えることが苦手な障害者などが

周囲の人に助けを求めやすくするために使うカード。 

ヘルプマーク 

障害があることなどが外見からは分からない人が身に着ける

ことで、周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるこ

とができるマーク。 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

へきなん障害者ハーモニープラン 

第３期碧南市障害者計画 

第６期碧南市障害福祉計画 

第２期碧南市障害児福祉計画 

発行 ：碧南市福祉こども部福祉課 

〒４４７－８６０１ 愛知県碧南市松本町２８番地 

TEL ：０５６６－９５－９８８４(直通) 

FAX ：０５６６－４８－２９４０  
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